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大阪府域の公立病院については非常に厳しい経営

状況にあり、各市において様々な経営改善に向けた

取組みを行っております。本市においても、病院事

業の経営健全化に向けての取組みについて検討して

いるところですが、公立病院改革ガイドラインやそ

れに伴う病院改革プランの進捗状況、特に経営の効

率化、経営形態の見直しについて教えてください。

１．はじめに

病院事業を取り巻く環境は、平成１６年度に導入さ

れた新医師臨床研修制度、医師の過重勤務等による

医師不足の悪化、さらに平成１８年度より導入された

７対１入院基本料の導入による看護師不足などによ

り非常に厳しいものとなっています。そのため、経

営は悪化の一途をたどっており、平成１９年度には全

国の公立病院全体で２,００６億円の赤字となりました。

ただ、赤字額はそれ以降減ってきており、平成２１年

度における経常損益は１,１０３億円の赤字となり、前

年度に比べ７４２億円改善されているものの、平成１６

年度以降６年連続で赤字額が１千億円を超えている

状況となっています。府内の公立病院においても、

全国と同様に平成１６年度以降経営の悪化が顕著とな

り、平成１８年度決算において全国の不良債務総額の

約２割を占めるなど、厳しい経営状況が続いていま

す。

上記で挙げたように、全国の公立病院の厳しい経

営状況が続く中、総務省は平成１９年１２月に「公立病

院改革ガイドライン」を取りまとめ、病院事業を設

置する地方公共団体に「公立病院改革プラン（以下

「改革プラン」という。）」の策定による総合的な病院

改革に取り組むよう要請しています。

また、大阪府においても、こうした流れを受け、

「大阪府公立病院等のあり方懇談会」を設置し、「経

営の効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態

の見直し」に重点を置いた「大阪府公立病院改革に

関する指針」を平成２０年１０月に策定しました。

２．公立病院改革プランの進捗状況

こうしたことを受けて、各病院において改革プラ

ンの策定及びそれに基づく各種の取組みを進めてい

ます。経営の形態については、平成２３年３月３１日時点

において、１５病院（政令市を除く）のうち９病院が

地方公営企業法全部適用、６病院が地方公営企業法

一部適用による運営を行っているところです。また、

平成２３年４月より１病院が地方独立行政法人化、１

病院が指定管理者制度へ移行となっています。

一方、平成２２年度の決算については、１５病院の

うち１２病院が赤字で、全病院の経常損益の合計は

約３,８４６百万円の赤字となっています。ただし、改革

プランによる黒字化目標年度は各病院によって異な

るため、進捗状況をみていくうえで、問題となるの

は各病院の改革プランにおける目標値と決算との乖

離です。

では、ここで各改革プランと決算状況を見ていく

ことにします。

平成２２年度を黒字化目標年度に設定しているのは

１病院であり、同病院はすでに黒字を達成していま

す。次に、平成２３年度を黒字化目標年度に設定して

いるのは４病院であり、うち１病院はすでに黒字を

達成することができているため、残り３病院が同年

度の黒字化を目指しています。全１５病院の改革プラ

ンと決算の経常損益の差を比べてみると、おおむね

計画通りとなっているのが２病院、改革プランの内

容を上回る改善が行われているのが７病院です。し

かしながら、残る６病院については改革プランを下

回る経常損益となっています。これらの病院におい

ては、改革プランで策定されている黒字化目標年度

回　　　　答

質　　　　問

!?

QA相談室相談室�
そ う  だ ん  し つ �
&

相談室�
公立病院の経営健全化の取組みについて



までに黒字化を達成することができれば問題はあり

ませんが、乖離が大きく、目標年度での黒字化の達

成が危ぶまれる場合においては、改革プランを策定

し直すことが必要になります。ただし、具体的な数

値の再設定について、目標との乖離の大きい病院は、

目標達成の実現性をよく検討し、必要に応じて民間

的経営手法の導入などの経営形態の見直しによる改

善を進めることが望ましいと思われます。

３．経営形態の見直しについて

「公立病院改革ガイドライン」においては、経営

形態の見直しについて

○地方公営企業法の全部適用

○地方独立行政法人化（非公務員型）

○指定管理者制度の導入

○民間譲渡

などの選択肢が示されています。これらの特徴につ

いては別に取りまとめた資料を参照してください。

（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/ａｔｔａｃｈ/２２０３/００００５７２９/

０８０６０４_０４ｋｅｉｅｉｋｅｉｔａｉ.ｐｄｆ）

「大阪府公立病院改革に関する指針」においては、

医師確保や経営改善を行うにあたってより自立的、

弾力的に経営を行うことができる地方独立行政法人

（非公務員型）への移行が望ましいと示されていま

す。地方独立行政法人の主なメリットは、直営に比

べて予算・財務・契約・職員定数・人事等の面にお

いて自立的な経営が可能となり、迅速な対応を図れ

ることです。ただし、地方独立行政法人への移行は、

経営計画の策定に時間を要すること、職員の身分等

様々な問題を解決する必要があり、移行には一定の

時間を要するため、移行を視野に入れる場合には早

急に検討を進める必要があります。また、より一層

の経営効率化を図っていくためには指定管理者制度

の導入も考えられます。指定管理者制度の主なメリ

ットは、民間医療機関の経営手法の導入が期待でき

ること、過大なランニングコストを自治体が負う必

要がなくなることなどです。地方公営企業法を全部

適用した場合による運用については、人事・予算等

にかかる権限が付与され、一部適用に比べて自立的

な運営が可能になりますが、実際には条例に縛られ

ることも多く、かなり限定的となるといわざるをえ

ません。

各病院においては、まず、経営の効率化にしっか

り取り組むべきですが、その中で自病院がどのよう

な組織にしていきたいのか、どのような経営形態が

望ましいのかをしっかりと検討する必要があります。

これらを踏まえて、各病院にあった経営形態を検討

する必要があると思われます。

４．おわりに

公立病院改革にあたっては、経営の効率化を最大

限追求しながらも、公立病院としての役割を十分に

果たしていく必要があります。また、医療制度が目

まぐるしく変化する時代において、公立病院であっ

てもそれらに迅速に対応できる組織体制が必要です。

将来に向けて具体的な解決策を示すことができない

病院は、民間譲渡や廃止も視野に入れた改革を検討

する必要もあります。

公立病院として担うべき役割は、不採算医療や保

健医療計画における４事業（救急医療、災害医療、

周産期医療、小児救急を含む小児医療）、医師や医療

従事者の教育に至るまで多彩です。経営を最大限追

求しながらもこうした役割を十分に果たすことがで

きるよう、効果的な経営改善に取り組んでいただく

ことが強く求められています。

（大阪府総務部市町村課財政グループ）
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